
第５節　各種船舶等の安全対策の充実

縡　小型船だまり，フィッシャリーナ等の整備

（1）　小型船だまり，ボートパーク等の整備

　港内における船舶等の安全を確保するため，小型

船だまり等の整備に当たっては，その利用船舶が小

型であることを考慮して，より高い静穏度が確保さ

れるよう努める。漁船等の小型船舶と大型船舶が共

に利用する港湾にあっては，小型船だまり等を港内

の適切な位置に整備することとし，小型船舶とその

他船舶との分離を図る。

　港湾等の公共水域の秩序ある利用を図るととも

に，海洋性レクリエーションの振興を図るため，プ

レジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等

の整備を財投による低利融資やPFI※を含む民間活力

を積極的に導入して推進する。

　また，放置艇問題を解消するため，既存の静穏水

域や遊休護岸を活用し，必要最低限の施設を備えた

簡易な係留施設であるボートパークの整備を推進す

るとともに，比較的安価に整備を行うことが可能な

公共空地等を活用した陸上保管主体の施設について

も整備を推進する。

　民間及び第三セクター※が行うマリーナの整備に

対しては，埠頭整備資金貸付金事業や小型船拠点総

合整備事業等を活用してその整備を支援する。

　マリーナ等の施設整備に当たっては，プレジャー

ボート活動の安全を確保し，秩序ある海域の利用を

図るため，施設の配置計画に十分留意するととも

に，施設における安全性の確保に努める。また，高

齢者，身体障害者等による安全な活動に配慮した施

設整備を図る。

（2）　フィッシャリーナ等の整備

　漁港においては，防波堤等の外郭施設，航路泊地

等の水域施設の整備を推進し，漁船等の安全の確保

が図られるよう努める。

　また，漁船とプレジャーボート，遊漁船等の秩序

ある漁港の利用を図るため，周辺水域の管理者との

連携により，プレジャーボート，遊漁船等を分離収

容するための新たな静穏水域の確保を図るととも

に，既存の静穏水域を活用し，プレジャーボート，

遊漁船等の収容施設等の整備を推進する。

（3）　係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措

置

　公共水域の放置艇問題の解消に向け，ボートパー

ク等の整備による係留・保管能力の向上とあわせ

て，港湾法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の

指定等，公共水域の性格や地域の実情に応じた適切

な規制措置の実施を推進する。

　また，平成14年４月に小型船舶の登録等に関する

法律（平13法102）が施行され，小型船舶の所有者

を確知するための登録制度が定められたことを受

け，今後は，保管場所確保の義務化について検討を

進める。

縒　漁船の安全対策の推進

　漁業関係者を対象とした海難防止講習会の開催に

より，海難防止思想の普及を図るとともに，出航前

点検，見張りの励行，気象・海象情報の的確な把握

等安全運航に関する事項の遵守及び海事関係法令の

励行等を行うことにより漁船の安全対策を推進す

る。

　専ら本邦の海岸から12海里以内において漁ろうに

従事している総トン数20トン未満の小型漁船は，当

分の間，船舶安全法に定める構造・設備等の技術基

準の適用が免除されているが，これらの船舶の安全

性について評価を行い，小型漁船の安全対策の推進

を図る。

　また，漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を

置いて安全対策の強化を図るため，漁船の主要漁業

基地において，生存対策に関する講習会を開催する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　PFI
　公共施設等の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法

※　第三セクター
　国や地方公共団体と民間企業の共同出資で設立される事業体
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等，所要の対策を講ずる。

縱　プレジャーボート等の安全対策の推進

（1）　プレジャーボート等の救助体制の充実強化

　プレジャーボート等の活動が活発化する時期及び

海域を考慮しながら，より効率的に巡視船艇を運用

するとともに，ヘリコプターの機動性，捜索能力，

つり上げ救助能力等を最大限に活用する等，救助体

制の強化を図る。また，（社）日本水難救済会や

（財）日本海洋レジャー安全・振興協会等と連携し

た救助活動を行う。

（2）　プレジャーボート等の安全に関する指導等の推

進

　小型船舶操縦者に対しては，酒酔等操縦や危険操

縦の禁止，免許者の自己操縦，救命胴衣等の着用等

の遵守事項が定められており，各地方運輸局等で

は，遵守事項について，関係機関と連携したパト

ロール・周知啓蒙活動並びにボートショー等におけ

る啓発活動を行う。

　また，常時着用により適した救命胴衣の普及促

進，乗船者等を対象とした講習会，イベント等の機

会における常時着用に係る啓蒙・啓発活動の実施を

行うことにより，プレジャーボート等の安全向上を

図る。

　さらに，プレジャーボートの安全な活動拠点とな

るマリーナの質の向上を図るため，関係公益団体と

協力し，マリーナ関係者に対する安全講習会を実施

する。

　海上保安庁は，海難防止講習会や訪船指導等を通

第６節　海上交通に関する法秩序の維持

　海上保安庁は，海上における犯罪の予防及び法令

の励行を図るため，海難の発生に直接結びつくおそ

れのある海事関係法令違反の取締りに重点を置き，

船舶への立入検査を実施するなど，様々な機会を通

じて現場における指導取締りを実施する。

　また，港内，狭水道等船舶交通のふくそうする海

域において，巡視船艇による交通整理及び航法違反

等の指導取締りを実施し，特に海上交通安全法（昭

じて，海難防止思想の普及を図るとともに，海難防

止強調運動の実施等により，海上交通ルールの遵

守，気象・海象等の安全に資する情報の早期入手そ

の他安全運航のための基本的事項の指導等を行う。

　警察では，港内その他の船舶交通の多い水域，遊

泳客の多い海水浴場，マリンレジャースポーツの利

用が盛んな水域等を重点として，警察用船舶により

安全指導を行うとともに，警察用航空機との連携に

よるパトロールや地元団体及び関係公益団体との協

力体制の強化等を通じて効果的な安全対策を推進す

る。

（3）　プレジャーボート等の建造に関する技術者講習

の推進

　プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維

持し，船舶の安全性を確保するため，建造技術者を

対象とした各種講習会の開催等を推進し，市場ニー

ズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し，その

資質の向上を図る。

（4）　小型船舶に対する情報提供の充実

　一般船舶やプレジャーボート等に対しても，気

象・海象の情報，船舶交通の安全に必要な情報等を

インターネット，携帯電話等を通じて提供する沿岸

域情報提供システムの整備・運用を行う。

（5）　小型船舶に関する制度の充実

　小型船舶操縦士免許制度については，航行の安全

を確保しつつ，より簡素・合理化した制度とするた

め，１級及び２級の免許に係る５トン限定免許を原

則廃止したことから，利用者への周知及び的確な運

用を図る。

47法115）に定める11の航路については，巡視船艇

を常時配備するとともに，航空機によるしょう戒を

実施し，重点的な指導取締りを実施する。

　警察では，水上交通の安全と秩序を維持するた

め，警察用船舶の大型化，高速化等を進めるととも

に，水上警察活動に従事する警察職員に専門的な知

識，技能を習得させるなど，水上警察活動の体制の

充実強化を図る。
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